
昭
和
十
三
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説
に
つ
い
て加

藤

良

光

本
稿
は
、
昭
和
十
三
年
に
財
團
法
人
「
共
生
會
」
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
月
刊
『
共
生
』
誌
の
各
号
に
掲
載
さ
れ
た
椎
尾
辨
匡
師
の
執
筆

文
、
講
演
録
、
議
会
議
事
録
の
中
か
ら
椎
尾
師
の
言
説
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
十
三
年
の
月
刊
『
共
生
』
誌
の
一
月
号
か
ら
十
二
月
号
ま
で
の
記
事
の
見
出
し
を
列
記
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

一
月
號
・
師
表
北
支
へ
空
の
旅

・
椎
尾
辨
匡
「
對
局
の
大
道
」

・
椎
尾
辨
匡
「
昭
和
十
三
年
の
使
命
」

・
椎
尾
辨
匡
「
高
天
原
の
發
見
」

・
森
部
海
南
「
呈
椎
尾
博
士
絶
句
三
百
首
」

・
師
表
を
圍
む
座
談
會

―
荻
原
博
士
追
悼
―

・
淨
土
宗
管
長

郁
芳
隨
圓
「
弔
辭
」

・
略
歴

昭
和
十
三
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説
に
つ
い
て

一



・
椎
尾
辨
匡
「
弔
辭
」

・
萩
原
か
づ
子
「
追
想
」

・
同
人
諸
氏
「
追
悼
所
感
」

・
砥
上
種
樹
「
敎
育
は
先
づ
幼
兒
の
遊
び
か
ら
」

二
月
號
・

支
那
事
變
特
輯

・
椎
尾
辨
匡
「
重
荷
を
負
ふ

昭
和
十
三
年
の
進
み
」

・
椎
尾
辨
匡
「
長
期
戰
の
課
題
」

・
椎
尾
辨
匡
「
日
本
佛
敎
的
特
色
―
白
文
草
稿
」

・
椎
尾
辨
匡
「
北
支
佛
敎
問
題
と
廣
濟
寺
の
講
演
」

・
椎
尾
辨
匡
「
聖
德
太
子
十
七
條
憲
法
講
義
」

議
會
演
説
特
輯

・「
國
務
大
臣
ノ
演
説
ニ
對
ス
ル

椎
尾
君
の
質
疑
（
速
記
）」

・「
社
會
問
題
に
就
て
（
速
記
）」

・「
外
交
官
敎
育
と
佛
敎
布
敎
（
速
記
）」

・「
敎
育
と
宗
敎
に
關
し
て
（
速
記
）」

・
森
部
海
南
「
呈
椎
尾
博
士
絶
句
三
百
首
」

・
山
崎
良
順
「
法
句
經
物
語
」
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二



・
砥
上
種
樹
「
敎
育
は
先
づ
幼
兒
の
遊
び
か
ら
」

・「
共
生
だ
よ
り
」

三
月
號
・
椎
尾
辨
匡
「
聖
德
太
子
十
七
條
憲
法
講
義
（
七
）」

・
椎
尾
辨
匡
「
時
世
の
動
き
」

・
椎
尾
辨
匡
「
銃
後
の
婦
人
に
與
ふ
」

・
砥
上
種
樹
「
敎
育
は
先
づ
幼
兒
の
遊
び
か
ら
（
終
）」

・
椎
尾
辨
匡
「
釋
放
者
保
護
を
問
ふ
（
速
記
）」

・
椎
尾
辨
匡
「
臺
灣
統
治
問
題
（
速
記
）」

・
椎
尾
辨
匡
「
第
二
控
室
を
代
表
し
て
（
速
記
）」

・
岩
本
成
信
「
萬
歳
奉
唱
の
精
神
」

・「
共
生
だ
よ
り
」

・
森
部
海
南
「
呈
椎
尾
博
士
絶
句
三
百
首
」

四
月
號
・
椎
尾
辨
匡
「
聖
德
太
子
十
七
條
憲
法
講
義
（
八
）」

・
敎
育
懇
談
會
「
敎
育
審
議
會
に
望
む
」

・
山
崎
良
順
「
法
句
經
物
語
（
舎
利
弗
と
目
蓮
の
歸
佛
）」

議
會
特
輯

・
椎
尾
辨
匡
「
總
豫
算
追
加
案
賛
成
」

・
椎
尾
辨
匡
「
厚
生
省
と
社
會
事
業
法
」

昭
和
十
三
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説
に
つ
い
て

三



・
椎
尾
辨
匡
「
店
員
敎
養
と
休
日
」

・
椎
尾
辨
匡
「
文
部
大
藏
兩
相
に
質
す
」

・
藤
井
實
應
「
共
生
支
部
巡
囘
日
誌
」

・
椎
尾
先
生
豫
定
日
誌

五
月
號
・
椎
尾
辨
匡
「
戰
時
議
會
の
動
向
と

共
生
同
人
の
道
」

・「
共
生
時
局
指
導
要
項
」

・
椎
尾
辨
匡
「
私
の
信
ず
る
佛
敎
」

・
椎
尾
辨
匡
「
敎
育
改
革
の
急
務
」

・
山
崎
良
順
「
法
句
經
物
語
」

・
森
部
海
南
「
呈
椎
尾
博
士
絶
句
三
百
首
」

共
生
だ
よ
り

・
丹
下
詝
「
名
古
屋
臨
時
結
衆
」

・
雄
雲
「
角
間
川
結
衆
」

・
藤
井
實
應
「
共
生
支
部
巡
囘
日
誌
」

・
通
信
雜
報

六
月
號
・
巻
頭
言

・
椎
尾
辨
匡
「
法
然
と
日
本
佛
敎
」

時
事
論
説
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・
松
本
德
明
「
國
際
情
勢
よ
り
見
た
支
那
事
變
」

・
宮
澤
説
成
「
事
變
下
の
一
年
」

・
淺
野
辨
眞
「
凌
霜
塾
堂
建
設
の
本
旨
」

・
椎
尾
辨
匡
「
聖
德
太
子
十
七
條
憲
法
講
義
」

・
椎
尾
辨
匡
「
眞
實
の
國
運
…
四
十
八
願
講
義
序
論
」

・「
聖
賢
の
法
語
集
」

・「
某
紙
の
誤
報
に
就
い
て
」

・「
椎
尾
先
生
豫
定
日
誌
」

・「
共
生
だ
よ
り
」

・「
編
輯
後
記
」

・「
共
生
會
決
算
報
告
」

七
月
號

敎
育
特
輯

・
椎
尾
辨
匡
「
内
的
生
命
の
長
養
」

・
椎
尾
辨
匡
「
時
局
の
動
向
と
敎
育
」

・
淺
野
辨
眞
「
皇
國
青
年
の
使
命
と

凌
霜
塾
堂
建
設
の
本
旨
（
二
）」

・「
聖
賢
法
語
集
（
二
）」

・
森
部
海
南
「
呈
椎
尾
博
士
絶
句
三
百
首
」

・
財
團
法
人
中
央
敎
化
團
體
聯
合
會
「
寺
院
に
於
け
る
社
會
敎
化
の
留
意
要
項
」

昭
和
十
三
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説
に
つ
い
て

五



・「
廣
告
料
金
規
定
」

・「
師
表
豫
定
日
誌
」

・「
共
生
だ
よ
り
」

・「
編
輯
後
記
」

・「
全
國
共
生
結
衆
豫
告
」

八
月
號
・
椎
尾
辨
匡
「
聖
戰
一
周
年
」

・
椎
尾
辨
匡
「
勅
語
を
拜
す
」

・
椎
尾
辨
匡
「
第
六
十
三
回
の
誕
辰
を
迎
へ
て
」

・
福
原
俊
丸
「
入
不
二
法
門
品
私
觀
（
上
）」

・「
聖
賢
法
語
集
」

・「
共
生
だ
よ
り
」

九
月
號
・
椎
尾
辨
匡
「
時
局
下
の
念
佛
信
仰
」

・
椎
尾
辨
匡
「
新
盆
に
當
り
謹
し
み
て
護
國
英
靈
を
弔
ふ
」

・「
全
國
共
生
結
衆
」

・「
昭
和
十
三
年
度
評
議
員
會
決
議
」

・「
共
生
會
事
業
報
告
」

・「
椎
尾
先
生
豫
定
日
誌
」

十
月
號
・
椎
尾
辨
匡
「
東
洋
を
導
く
も
の
(序
講
)」

共
生
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・
椎
尾
辨
匡
「
時
局
下
の
念
佛
信
仰
（
三
）」

・
福
原
俊
丸
「
入
不
二
法
門
品
私
觀
（
中
）」

・
師
表
豫
定
日
誌
「
み
こ
と
の
つ
ど
ひ
」

・
椎
尾
辨
匡
「
別
冊
不
滅
の
英
靈
」

十
一
月
號
・
椎
尾
辨
匡
「「
修
行
者
と
羅
刹
」
問
題
及
び
敎
材
と
し
て
の
取
り
扱
ひ
方
」

・
椎
尾
辨
匡
「
皇
紀
二
千
六
百
年
」

・
鈴
木
德
成
「
思
ふ
ま
ゝ
（
一
）
全
國
結
衆
を
通
じ
て

質
と
數
」

・
福
原
俊
丸
「
入
不
二
法
門
品
私
觀
（
下
）」

十
二
月
號
・
椎
尾
辨
匡
「
東
洋
を
導
く
も
の
（
二
）」

第
一
講
「
共
生
の
根
本
思
想
」

第
二
講
「
太
陽
に
導
か
れ
て
」

・
椎
尾
辨
匡
「
宗
敎
と
法
律
」

・
森
部
海
南
「
呈
椎
尾
博
士
絶
句
三
百
首
」

・
鈴
木
德
成
「
思
ふ
ま
ゝ
（
二
）」

以
上
の
よ
う
に
月
刊
『
共
生
』
に
は
椎
尾
師
の
記
事
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
も
多
方
面
に
亘
っ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い

て
は
、
次
の
八
項
目
を
挙
げ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
欧
米
に
対
す
る
見
方

昭
和
十
三
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説
に
つ
い
て

七



二
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
に
対
す
る
見
方

三
、
日
中
戦
争
に
対
す
る
見
方

四
、
聖
徳
太
子
に
つ
い
て

五
、
皇
道
仏
教
に
つ
い
て

六
、
法
然
上
人
と
日
本
仏
教
に
つ
い
て

七
、
時
局
下
の
念
仏
信
仰

八
、
共
生
同
人
に
つ
い
て

以
下
順
に
椎
尾
師
の
言
説
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
、
欧
米
に
対
す
る
見
方

椎
尾
師
は
月
刊
『
共
生
』
誌
昭
和
十
三
年
二
月
号
「
昭
和
十
三
年
の
進
み
」
に
お
い
て
、

「
英え

い

米べ
い

は
今
非
常
な
軍
備
充
實
に
力
を
注
い
で
ゐ
ま
す
か
ら
、
今こ

年と
し

一
年
丈
で
も
相
當
彼
等
の
軍ぐ

ん

備び

は
強
化
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
と
同
時

に
彼か

れ

等ら

の
出
方
に
も
變
化
が
生し

や
う

ず
る
と
考
へ
ら
れ
、
侮あ

な
ど

る
こ
と
の
出
來
ぬ
狀
勢
に
な
つ
て
行
く
。
だ
が
幸さ

ひ
は

ひ
に
も
獨
伊
の
防
共
協
力
、
ス

ペ
イ
ン
等
の
賛
意
は
あ
る
が
此
れ
に
の
み
賴た

よ

つ
て
行
く
こ
と
は
出で

來き

る
で
あ
ら
う
か
？
獨
逸
商
人
の
支
那
法
幣
へ
の
對た

い

度ど

と
同
様
、
伊
太
利

人
も
支し

那な

で
は
盟
邦
日
本
の
爲
に
正
直
に
應
援
を
し
て
は
ゐ
る
が
、
他
人
に
の
み
賴た
よ

る
の
は
い
け
な
い
し
、
彼
の
廣
東
香
港
の
反
日
巢
窟
も

一
年ね

ん

後ご

に
は
ど
の
様
な
形か

た

ち
を
と
る
か
判
ら
ぬ
か
ら
、
來ら

い

年ね
ん

の
秋
以
後
に
來
る
で
あ
ら
う
と
の
豫よ

想さ
う

も
、
今
年
に
變
つ
て
早
く
や
つ
て
來
る

か
も
知
れ
ぬ
か
ら
外ぐ

わ
い

交か
う

問も
ん

題だ
い

も
相
當
に
善
處
を
要
す
る
も
の
が
多お

ほ

い
の
で
あ
り
ま
す
。」

と
あ
っ
て
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
国
際
連
盟
脱
退
以
降
、
孤
立
し
て
い
た
日
本
が
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
七
月
の
盧
溝
橋
事
件

以
来
、
中
国
と
全
面
戦
争
と
な
り
、
十
一
月
に
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
と
日
独
伊
防
共
協
定
を
締
結
し
、
十
二
月
中
華
民
国
の
首
都
南
京
を
占

共
生
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領
し
た
時
点
で
の
欧
米
に
対
し
、
相
当
に
善
処
を
要
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

二
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
に
対
す
る
見
方

椎
尾
師
は
一
月
号
「
昭
和
十
三
年
の
使
命
」
に
お
い
て
、

「
防
共
力
は
十
二
年
は
漠ば

く

と
し
て
ゐ
た
が
、
十
三
年
は
推
し
出
す
力
が
強
い
と
同
時
に
混
亂
す
る
動ど

う

機き

も
多
い
。
ユ
ダ
ヤ
思
想
も
此
れ
又

内な
い

外ぐ
わ
い

共と
も

に
走さ

う

狗く

を
増
し
、
共
産
と
共
に
一
層
火
の
手
が
強
ま
る
と
思
ひ
ま
す
。」

と
あ
り
、
二
月
号
「
衆
議
院
議
事
速
記
錄
第
五
號
、
國
務
大
臣
ノ
演
説
ニ
對
ス
ル
、
椎
尾
君
の
質
疑
」
に
お
い
て
は
、

「
更
ニ
猶
思
想
ハ
陰
ニ
隠
レ
テ
居
リ
マ
ス
ル
英
佛
等
ノ
勢
力
ニ
依
ツ
テ
現
レ
テ
居
リ
マ
ス
、
私
共
ハ
英
佛
ノ
民
族
、
人
文
的
ノ
尊
キ
モ
ノ

ノ
中
ニ
隠
レ
テ
居
ル
所
ノ
「
ジ
ユ
ー
」
ノ
力
ガ
是
等
ノ
幾
多
ノ
紛
糾
ヲ
與
ヘ
テ
居
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
存
ジ
マ
ス
、
此
「
ジ
ユ
ー
」
ノ
力
、
斯

様
ナ
拜
金
的
ナ
個
在
的
ナ
利
己
的
ノ
偏
狹
ナ
「
ジ
ユ
ー
」
ノ
思
想
ヲ
排
撃
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
モ
、
亦
日
本
ノ
大
キ
ナ
務
メ
デ
ア
ル
、
斯
ウ
云

フ
點
ニ
於
テ
外
相
等
ガ
如
何
ニ
思
想
上
ノ
戰
ヲ
徹
底
シ
ヨ
ウ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
、
抱
負
ヲ
持
ツ
テ
居
ラ
レ
ル
カ
ヲ
伺
ヒ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ

ス
」と

、
椎
尾
師
の
質
問
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
大
臣
か
ら
の
答
弁
が
無
か
っ
た
の
で
、
椎
尾
師
は
更
に
、

「
モ
ウ
一
ツ
ハ
外
務
大
臣
ガ
御
答
申
サ
レ
マ
シ
タ
中
ニ
「
ジ
ユ
ー
」
ノ
問
題
ニ
付
テ
ド
ウ
云
フ
風
ニ
御
考
ニ
ナ
ル
カ
ト
伺
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ

マ
ス
ガ
、
此
點
ノ
御
答
ハ
ナ
カ
ツ
タ
、「
ジ
ユ
ー
」
ノ
拜
金
思
想
、
個
人
思
想
ヲ
絶
滅
シ
テ
行
ク
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
防
共
同
様
ニ
重
大
ナ
ル
問

題
ト
存
ジ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
斯
ウ
云
フ
點
ニ
付
テ
外
務
大
臣
カ
ラ
更
ニ
明
瞭
ナ
ル
御
答
ヲ
得
レ
バ
國
民
ノ
爲
ニ
幸
デ
ア
ル
ト
存
ジ
マ

ス
」と

あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
が
拝
金
的
、
個
人
的
、
利
己
的
で
あ
り
、
偏
狭
な
思
想
で
あ
る
の
で
共
産
思
想
と
同
様
に
絶
滅
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
十
三
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説
に
つ
い
て

九



三
、
日
中
戦
争
に
対
す
る
見
方

椎
尾
師
は
八
月
号
「
聖
戰
一
周
年
」
に
お
い
て
、

「
七
月
七
日
、
こ
の
夜
蘆
溝
橋
事
件
起
り
て
よ
り
正
に
一
周
年
、
當
夜
の
銃
火
果
し
て
此
大
事
を
考
へ
た
か
、
浦
賀
の
一
聲
は
日
本
の
覺

醒
と
な
り
二
十
世
紀
の
指
導
者
を
惹
起
し
た
、
セ
ル
ビ
ヤ
の
一
靑
年
は
歐
洲
の
大
戰
を
促
進
し
十
九
世
紀
の
文
明
文
化
の
墓
壙
を
掘
る
も
の

と
な
つ
た
。
誠
に
小
微
よ
り
起
り
て
大
事
と
な
る
も
元
と
物
の
成
る
は
成
る
の
日
に
成
る
に
非
ず
、
事
の
來
る
は
由
て
來
る
所
良
に
遠
き
も

の
が
あ
る
。
蘆
溝
橋
が
支
那
兵
の
亂
射
か
共
産
人
の
打
分
け
か
、
抗
日
の
結
晶
、
開
戰
の
爲
に
撃
つ
た
か
、
偶
然
の
思
付
き
不
法
の
暴
行
に

過
ぎ
な
か
つ
た
か
、
疑
ふ
べ
き
點
が
あ
る
に
せ
よ
、
四
百
州
を
敗
北
塗
炭
に
陷
れ
る
積
り
で
は
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
。
況
や
、
こ
の
大
捷

を
博
せ
る
皇
軍
に
は
本
來
爭
志
な
く
侵
略
な
く
、
日
本
は
不
戰
不
擴
大
を
念
と
し
、
日
支
の
親
善
提
携
こ
れ
勉
め
た
る
に
於
て
を
や
。
然
る

に
事
件
は
擴
大
し
戰
火
は
蔓
延
し
蔣
政
權
の
言
ふ
通
り
長
期
と
な
り
、
城
市
京
港
陷
落
し
連
戰
連
敗
し
、
遷
都
退
嬰
據
る
所
を
失
ひ
、
焦
土

決
潰
そ
の
民
を
焚
沒
す
る
に
忙
し
い
。
眞
に
蔣
輩
の
爲
す
所
そ
の
愚
妄
、
暴
虐
驚
く
の
外
は
な
い
。
漢
民
族
を
剿
滅
せ
ん
と
す
る
惡
鬼
で
あ

る
。
尚
口
を
開
け
ば
抗
日
、
漢
民
の
覺
醒
を
云
ひ
、
列
國
協
力
來
援
す
べ
き
を
説
く
、
救
主
に
抗
し
、
滅
族
に
急
ぐ
、
畢
竟
求
む
る
所
の
列

國
若
し
彼
の
言
の
如
く
動
く
こ
と
あ
ら
ば
西
力
の
侵
略
、
興
歐
滅
亞
に
外
な
ら
ぬ
結
果
と
な
る
。
眞
に
病
の
膏
盲
に
入
る
も
の
、
斃
蔣
一
日

の
急
は
漢
族
復
興
の
大
業
を
な
す
所
以
で
あ
る
。」

と
あ
っ
て
、
盧
溝
橋
事
件
以
来
の
一
年
間
は
、
日
本
に
は
侵
略
の
意
志
は
な
く
、
不
戦
不
拡
大
の
方
針
、
日
中
親
善
提
携
に
勉
め
て
い
る

の
に
対
し
、
蒋
介
石
政
権
が
漢
民
族
を
滅
ぼ
す
原
因
で
あ
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
続
い
て
、

「
顧
み
る
に
皇
軍
が
此
一
年
間
、
寒
暑
困
苦
を
忍
び
山
海
の
敵
衆
堅
牢
の
防
備
と
戰
ひ
、
勇
往
奮
迅
曠
古
の
戰
果
を
擧
げ
た
る
連
勝
の
偉

績
眞
に
景
仰
の
外
な
い
。
そ
の
義
そ
の
勇
誠
に
驚
歎
の
至
り
で
あ
る
。
そ
の
間
死
傷
病
沒
事
變
に
殉
せ
ら
れ
た
る
幾
多
の
英
靈
に
對
し
て
は

黙
然
語
な
く
辭
な
く
只
滿
腔
の
感
謝
を
捧
げ
て
そ
の
犠
牲
を
空
し
く
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
誓
ふ
ば
か
り
で
あ
る
。
此
等
の
將
兵
が
萬
邦
無
比
の
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勇
戰
を
見
る
は
、
尊
嚴
の
國
體
、
陛
下
の
御
稜
威
に
基
つ
き
、
苦
難
の
試
練
、
歷
代
の
恩
光
に
養
は
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
世
界
の
精
華
、

忠
勇
の
至
純
然
ら
し
め
た
所
で
あ
る
。
今
滿
一
年
に
際
し
謹
み
て
上
、
允
文
允
武
な
る

陛
下
の
萬
歳
を
祝
し
奉
り
、
下
皇
軍
の
剛
健
武
運

長
久
を
念
じ
殉
國
英
靈
の
威
神
倍
増
を
冀
い
奉
る
。」

と
あ
っ
て
、
日
本
軍
将
兵
の
勇
気
あ
る
戦
い
は
、
国
体
の
精
華
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

四
、
聖
徳
太
子
に
つ
い
て

椎
尾
師
は
六
月
号
「
聖
德
太
子
十
七
條
憲
法
講
義
」
に
お
い
て
、

「
十
七
條
憲
法
全
般
に
わ
た
り
、
顧か

へ
り

み
ま
す
れ
ば
、
政
治
・
經
濟
・
道
德
・
敎
育
・
宗
敎
と
全
ゆ
る
國
民
生
活
に
就
い
て
御
示
し
を
頂
い

て
居
り
ま
す
。
殊
に
最
近
行
は
れ
て
居
り
ま
す
處
の
國
民
精
神
總
動
員
に
於
い
て
、
生せ

い

活く
わ
つ

改
善
十
則
と
か
家
庭
報
國
三
綱
領
實
踐
十
四
項

目
が
定
め
ら
れ
た
の
も
社
會
生
活
充
實
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
。

當
時
に
於
け
る
國
民
の
生
活
は
こ
の
憲
法
に
則の

つ
と

つ
て
行
は
れ
、
爾
來
我
が
國
民
生
活
の
根
底
を
な
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
憲
法

生
活
の
中ち

う

心し
ん

と
な
つ
て
ゐ
る
の
は
無
論
佛
敎
で
あ
る
。
然
も
聖
德
太
子
は
三
經
義
疏
を
遊あ

そ
ば

さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
の
維
摩
經
に
よ
つ
て

社
會
公
人
の
道
を
説
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
公
民
國
家
と
し
て
進
む
爲
に
こ
の
十
七
條
を
御ご

制せ
い

定て
い

に
な
つ
た
の
で
あ
る
。」

と
あ
っ
て
、
聖
徳
太
子
が
制
定
さ
れ
た
十
七
条
憲
法
は
国
民
生
活
の
根
底
と
な
り
、
そ
の
中
心
は
仏
教
に
よ
っ
て
お
ら
れ
る
と
説
か
れ
て

い
る
。

ま
た
七
月
号
「
内
的
生
命
の
長
養
」
第
三
講
「
聖
德
太
子
の
國
體
敎
育

其
の
一
」
に
お
い
て
、

「
第
二
條
は
、
眞
の
敎
育
の
中
心
は
敬
の
發
達
で
あ
る
事
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
何
が
尊
い
か
と
云
へ
ば
三
寶
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
的

に
云
へ
ば
三
種
の
神
器
で
あ
る
。
當
時
支
那
思
想
の
本
流
は
孔
孟
で
あ
つ
た
が
、
然
し
そ
の
中
に
は
國
體
と
根
本
に
於
て
相
容
れ
ず
、
禁
書

と
な
る
も
の
も
あ
つ
て
、
仁
義
禮
智
信
の
五
帝
が
冠
位
に
用
ひ
ら
れ
た
の
み
で
、
三
寶
の
中
に
は
御
採
入
れ
は
な
か
つ
た
。
老
子
に
も
三
寶

昭
和
十
三
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説
に
つ
い
て
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の
敎
が
あ
る
。
一
、
儉
。
二
、
慈
。
三
、
不
敢
爲
人
先
と
あ
つ
て
、
太
子
は
こ
の
第
三
の
退
嬰
的
な
思
想
は
日
本
精
神
に
反
す
る
の
で
、
御

採
用
が
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
太
子
は
當
時
世
界
の
敎
で
あ
る
佛
敎
の
三
寶
を
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
形
か
ら
い
へ
ば
三
寶
は
像
・
經
・
法
師

で
あ
る
が
太
子
の
佛
法
僧
は
實
義
の
三
寶
で
あ
つ
て
明
・
正
・
和
『
明
る
く
、
正
し
く
、
和
や
か
に
』
と
い
ふ
三
理
想
で
あ
つ
た
。」

と
あ
っ
て
、
聖
徳
太
子
が
十
七
条
憲
法
の
第
二
条
に
お
い
て
「
篤
く
三
宝
を
敬
え
、
三
宝
と
は
仏
法
僧
な
り
」
と
、
儒
教
や
道
教
で
は
な

く
仏
教
の
教
え
を
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
三
宝
は
形
の
三
宝
で
は
な
く
、
実
義
の
三
宝
で
、「
明
る
く
正
し
く
和
や
か
に
」
と
い
う

三
理
想
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

五
、
皇
道
仏
教
に
つ
い
て

椎
尾
師
は
五
月
号
「
私
の
信
ず
る
佛
敎
」
に
お
い
て
、

「
然
も
日
本
佛
敎
の
特
色
は
他
に
も
い
ろ
〳
〵
云
へ
ま
せ
う
が
、
私
は
皇く

わ
う

道だ
う

佛ぶ
つ

敎け
う

に
極き

は

ま
る
と
存
じ
ま
す
。
多
く
の
人
は
佛
敎
發は

つ

祥し
よ
う

の

地
印
度
を
尊
び
、
そ
の
傳
播

で
ん
ば
ん

し
た
支
那
や
日
本
の
佛
敎
を
出
店
の
や
う
に
思
つ
て
ゐ
る
。
又
、
時
間
的
に
見
て
、
釋
尊
の
時
代
を
正し

や
う

法ほ
う

、
支

那
や
印
度
に
傳
つ
た
時
代
を
像ぞ

う

法ぼ
う

、
今
の
時
代
は
末ま

つ

法ぽ
う

と
す
る
、
正
像
末
三
時
の
考
へ
方
が
あ
り
、
無
論
佛
敎
を
印
度
や
支
那
の
末
々
の
も

の
と
見
る
に
不
思
議
な
い
が
、
そ
れ
は
單
に
外
觀
を
さ
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
外
形
的
に
日
本
佛
敎
が
印
度
・
支
那
の
流
れ
を
う
け
た
點
に
は

異
存
な
い
が
、
佛
敎
の
根
本
精
神
が
躍や

く

動ど
う

し
た
の
は
日
本
で
あ
つ
て
、
皇
室
を
中
心
と
す
る
國
全
體
の
生
き
ゆ
く
姿
、
一
人
々
々
が
別
々
に

生
き
る
の
で
な
く
、
國
體
の
上
に
全
國
民
が
生
き
て
ゆ
く
の
が
日
本
佛
敎
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
解
ら
ぬ
と
本
物
を
見
て
ゐ
る
と
は
云
へ

な
い
。」

と
あ
っ
て
、
日
本
仏
教
の
特
色
は
皇
室
を
中
心
と
す
る
皇
道
仏
教
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
椎
尾
師
は
続
い
て
、

「
此
の
皇
道
佛
敎
に
私
が
氣
づ
い
た
の
は
、
佛
學
を
習
ひ
出
し
た
早
々
で
あ
つ
て
、
私
が
宗
學
本
校
に
這
入
つ
た
頃
は
、
西
洋
哲
學
流
の

學
問
體
系
か
、
で
な
け
れ
ば
昔
風
の
訓く

ん

詁こ

註ち
ゅ
う

釋し
や
く

の
み
で
あ
り
ま
し
た
が
、
二
三
年
經
つ
て
古
事
記
・
日
本
書
紀
を
讀
み
、
手て

引び

き
も
な
く

共
生
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や
つ
た
の
で
隨
分
無
駄
も
あ
つ
た
が
、
斯
様
に
日
本
歷
史
を
研
究
し
た
結
果
、
佛
敎
と
國
體
を
考
へ
出
し
敎
育
に
も
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
と

感
じ
だ
し
た
の
が
、
明
治
卅
年
前
後
で
あ
り
ま
し
た
。

私
に
し
て
み
れ
ば
今
申
し
ま
し
た
や
う
に
、
こ
の
問
題
を
考
へ
は
じ
め
た
の
は
四
十
年
前
で
す
が
、
此
れ
を
明
瞭
に
意
識
し
て
説
き
出
し

た
の
は
最
近
十
數
年
以
來
で
、
國
内
的
に
は
滿
洲
事
變
か
ら
此
方
姦や

か
ま

し
く
な
り
、
日
本
佛
敎
と
云
ふ
點
で
は
多
く
の
人
に
質
問
を
う
け
、
私

は
印
度
佛
敎
の
末
流
で
な
く
皇
道
佛
敎
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
今
日
に
及
ん
で
ゐ
ま
す
。」

と
あ
っ
て
、
椎
尾
師
個
人
は
四
十
年
前
か
ら
皇
道
仏
教
に
気
付
い
て
お
り
、
特
に
満
州
事
変
が
起
き
た
昭
和
六
年
か
ら
昭
和
十
三
年
の
現

在
、
皇
道
仏
教
を
説
い
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

六
、
法
然
上
人
と
日
本
仏
教
に
つ
い
て

椎
尾
師
は
六
月
号
「
法
然
と
日
本
佛
敎
」
に
お
い
て
、

「
殊
に
、
法
然
上
人
は
國
を
護
れ
、
大
君
に
盡
せ
と
表
立
つ
て
口
に
は
出
さ
れ
な
い
が
、
事
實
の
上
に
こ
れ
を
行
つ
た
。
源
平
の
亂
の
親

子
親
族
殺
戮
し
あ
ふ
血
で
血
を
洗
ふ
世
相
が
、
一
般
民
衆
に
も
影
響
し
て
ゐ
た
こ
の
時
代
に
於
い
て
、
法
然
敎
學
の
尊
さ
は
共
々
に
彌
陀
の

赤
子
と
し
て
罪
の
子
が
救
は
れ
る
こ
と
示
し
、
大
君
の
赤
子
が
大
御
心
に
救
は
れ
る
の
と
同
一
境
地
を
暗
々
裡
に
説
き
明
か
し
て
ゐ
る
。
世

人
は
護
國
・
安
國
と
云
ふ
の
を
と
り
あ
げ
て
見
て
ゐ
る
が
そ
れ
は
外
觀
的
な
も
の
で
あ
る
。
法
然
は
心
か
ら
そ
れ
信
じ
身
を
以
て
實
踐
し
、

大
敎
化
の
内
に

天
皇
の
御
心
を
安
じ
奉
つ
た
の
で
あ
る
。

玉
體
安
全
、
鎭
護
國
家
を
標
榜
し
た
者
も
國
體
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
法
然
は
國
體
的
で
あ
つ
た
。
あ
る
人
は
、
法
然
は
こ
の
土
を

穢
土
と
厭
つ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
と
云
ふ
が
、
そ
れ
は
間
違
つ
た
見
解
で
あ
る
。
法
然
は
脚
下
の
一
歩
を
踏
み
し
め
て
今
日
々
々
と
進
み
、

何
時
で
も
何
處
で
も
佛
を
求
め
て
行
く
、
法
然
は
よ
い
處
を
求
め
て
は
ゐ
る
が
此
土
を
見
捨
て
ゝ
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
現
實
を
踏
み
し
め
て

よ
り
よ
く
進
む
、
そ
れ
が
お
淨
土
で
あ
り
如
來
に
救
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

昭
和
十
三
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説
に
つ
い
て
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斯
様
に
し
て
、
外よ

そ

々〳
〵

し
く
口
に
云
ふ
の
で
な
く
、
全
分
が
國
家
的
に
な
り
直
ち
に
大
君
を
安
じ
奉
る
の
が
法
然
敎
學
の
特
色
で
あ
る
。
日

本
佛
敎
は
斯
く
し
て
法
然
に
よ
り
代
表
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。」

と
あ
っ
て
、
法
然
上
人
は
直
接
護
国
や
忠
君
を
言
わ
れ
て
な
い
が
、
国
体
的
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
法
然
教
学
の
特
色
で
あ
り
、
日
本
仏

教
は
法
然
上
人
に
よ
り
代
表
さ
れ
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

七
、
時
局
下
の
念
仏
信
仰

椎
尾
師
は
十
月
号
「
時
局
下
の
念
佛
信
仰
（
三
）」
に
お
い
て
、

「
今
南
無
し
、
今
生
き
、
今
明
る
く
な
り
行
く
平
生
念
佛
の
道
は
、
戰
場
で
も
、
銃
後
で
も
一
人
で
も
多
勢
で
も
、
素
直
に
あ
る
け
る
道

で
あ
る
。
此
に
三
重
の
念
佛
を
一
瞥
す
る
。

第
一
の
念
佛
は
總
じ
て
は
佛
法
、
別
し
て
は
南
無
阿
彌
陀
佛
、
そ
れ
は
三
國
を
通
じ
少
く
と
も
二
千
年
に
近
く
、
幾
十
億
が
合
掌
し
口
唱

し
た
念
佛
で
あ
る
。
私
共
が
何
と
な
く
念
佛
し
て
も
、
そ
れ
は
此
大
き
な
念
佛
信
仰
の
中
に
、
共
鳴
し
溶
融
す
る
こ
と
が
で
き
て
淸
き
安
ら

か
な
世
界
が
展
開
さ
れ
る
直
接
に
は
日
本
と
全
支
と
を
結
び
つ
け
る
念
佛
で
あ
る
。

第
二
の
念
佛
は
本
願
の
念
佛
で
非
本
願
の
諸
行
雜
修
に
對
し
て
、
本
願
名
號
を
南
無
阿
彌
陀
佛
す
る
こ
と
で
あ
る
。
隨
緣
善
に
對
す
る
絶

對
善
の
南
無
阿
彌
陀
佛
で
あ
る
。
支
那
善
導
に
始
め
ら
れ
て
支
那
に
絶
え
、
日
本
に
擴
が
れ
る
念
佛
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
通
じ
て
日
本
と
北

支
と
を
先
づ
確
と
結
び
つ
け
る
紐
帶
と
す
る
。

第
三
の
念
佛
は
選
擇
本
願
の
念
佛
で
、
法
然
上
人
が
顯
彰
さ
れ
た
念
佛
で
平
生
日
々
の
念
佛
で
あ
る
。
戰
塵
で
も
閑
室
で
も
、
今
彌
陀
に

照
ら
さ
れ
つ
ゝ
歸
命
す
る
念
佛
で
あ
る
。
こ
れ
が
今
や
日
本
よ
り
支
那
へ
流
布
さ
る
ゝ
時
が
來
た
。
善
導
大
師
の
故
地
へ
、
而
か
も
皇
軍
の

大
活
躍
、
幾
十
百
萬
の
死
屍
の
間
に
、
世
界
稀
有
の
大
事
變
を
契
機
と
し
て
、
支
那
に
堅
實
な
る
國
家
正
善
の
政
治
、
恭
儉
服
業
が
行
は
れ

る
こ
と
に
伴
ふ
念
佛
た
る
こ
と
は
不
思
議
な
る
因
緣
、
無
量
力
の
展
開
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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陛
下
の
御
稜
威
は
全
國
全
民
に
感
孚
し
一
君
萬
民
で
、
一
人
と
し
て
御
上
の
心
を
頂
か
ぬ
は
な
い
、
忠
誠
へ
導
か
れ
ぬ
は
な
い
。
同
時
に

そ
れ
は
君
國
一
體
で
あ
る
。
こ
れ
が
佛
敎
で
は
彌
陀
の
全
佛
身
、
全
淨
土
、
全
衆
生
界
の
報
身
土
、
攝
化
衆
生
と
承
る
所
を
現
實
に
頂
く
こ

と
で
、
彌
陀
淨
土
を
思
ふ
こ
と
深
け
れ
ば
御
稜
威
に
立
て
る
國
運
無
窮
が
一
層
力
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
。

法
然
上
人
が
勅
な
れ
ば
こ
そ
と
、
現
實
に
大
御
力
の
強
さ
を
感
じ
て
佛
力
無
邊
を
體
得
さ
れ
、
そ
の
念
佛
弘
通
さ
れ
て
悶
え
迷
へ
る
全
國

民
の
安
定
と
な
り
、護
國
を
云
ふ
よ
り
も
云
は
ぬ
欣
淨
の
歩
み
に
全
國
が
安
め
ら
れ
た
。
今
は
念
佛
の
歩
み
が
一
切
を
超
越
し
行
く
と
倶
に
、

や
が
て
日
支
提
携
へ
と
引
き
行
く
動
き
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
全
世
界
が
同
行
同
信
へ
の
あ
ゆ
み
で
あ
る
。」

と
あ
っ
て
、
昭
和
十
三
年
の
時
局
下
に
あ
つ
て
は
法
然
上
人
の
念
仏
の
教
え
が
善
導
大
師
の
故
地
で
あ
る
中
国
に
流
布
さ
れ
、
弥
陀
の
浄

土
を
思
う
こ
と
深
け
れ
ば
天
皇
陛
下
の
御
稜
威
に
立
つ
日
本
の
国
運
無
窮
が
力
強
く
感
じ
ら
れ
、
念
仏
の
歩
み
が
日
本
と
中
国
の
提
携
と
な

り
、
全
世
界
が
同
行
同
信
へ
の
歩
み
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

八
、
共
生
同
人
に
つ
い
て

椎
尾
師
は
五
月
号
「
戰
時
議
會
の
動
向
と

共
生
同
人
の
道
」
に
お
い
て
、

「
眞
實
の
意
味
の
長
期
戰
の
第
一
期
は
南
京
陷
落
ま
で
、
二
期
は
こ
の
春
ま
で
と
云
へ
ま
せ
う
が
、
第
三
期
五
六
月
頃
か
ら
が
此
の
長
期

戰
に
於
け
る
最
も
困
難
を
伴
ふ
時
で
あ
る
。
經
濟
的
苦
惱
は
特
に
此
の
時
期
に
ひ
ど
く
な
り
ま
す
か
ら
、
欝
然
た
る
氣
持
が
國
民
の
中
に
抱

か
れ
て
ゐ
れ
ば
、
天
災
地
變
な
ど
を
契
機
と
し
て
往
年
の
米
騒
動
の
如
き
も
の
が
、
何
時
出
る
か
解
ら
な
い
と
思
ふ
。
日
本
人
は
兎
角
流
言

蜚
語
に
迷
ひ
や
す
く
、
か
の
關
東
大
震
火
災
の
例
も
あ
り
、
現
在
の
國
情
も
傳
染
し
や
す
い
も
の
が
見
え
て
ゐ
る
か
ら
、
此
の
意
味
で
本
年

八
・
九
月
頃
を
目
標
と
し
て
今
か
ら
充
分
に
國
民
に
對
し
て
警
告
し
て
置
け
ば
、「
い
よ
〳
〵
來
た
な
」
と
辛
棒
出
來
ま
す
。
此
の
意
味
で
全

國
の
指
導
的
位
置
に
あ
る
者
、
殊
に
共
生
同
人
は
相
勵
ま
し
て
、
私
が
先
に
申
し
た
や
う
な
正
し
い
時
局
の
認
識
に
基
く
國
民
の
覺
悟
を
養

成
す
る
よ
う
に
勉
め
た
い
。
此
の
眞
意
を
知
ら
ぬ
者
の
爲
に
、
多
少
の
壓
迫
が
來
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
正
し
い
覺
悟
を
國
民
に
植
ゑ
つ
け
な
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け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

昭
和
九
年
に
私
は
岩
手
・
長
野
・
福
岡
に
於
い
て
あ
る
種
の
危
機
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
て
、
相
當
警
告
し
て
廻
り
ま
し
た
。
福
岡
で

は
炭
坑
從
業
者
の
善
導
を
、
岩
手
に
於
い
て
は
齋
藤
實
氏
を
護
れ
、
長
野
に
は
蠶
業
關
係
者
に
善
處
方
を
説
い
た
の
は
、
そ
れ
〴
〵
に
警
戒

す
べ
き
狀
態
に
あ
つ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
幸
ひ
に
長
野
は
絹
の
値
上
り
で
そ
の
憂
ひ
さ
り
、
他
も
私
の
説
が
き
い
た
か
ど
う
か
は
何
と
で

も
批
評
は
さ
れ
る
だ
ら
う
が
、
大
し
た
事
に
な
ら
ず
に
濟
み
ま
し
た
。
其
の
時
分
、
私
に
對
す
る
諸
方
よ
り
の
壓
迫
は
相
當
に
あ
り
ま
し
た

が
、
敢
へ
て
申
し
つ
ゞ
け
ま
し
た
。

今
年
の
九
月
前
後
に
天
災
が
加
は
ゝ
れ
ば
、
全
國
に
非
常
な
困
難
が
加
は
り
、
そ
の
惱
み
も
深
い
と
思
は
れ
る
か
ら
、
是
非
此
れ
は
考
へ

ら
れ
善
處
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
共
生
同
人
の
活
躍
を
切
望
し
ま
す
。」

と
あ
っ
て
、
全
国
の
指
導
的
位
置
に
あ
る
者
、
殊
に
共
生
同
人
は
励
ま
し
あ
っ
て
、
正
し
い
時
局
の
認
識
に
基
づ
き
、
正
し
い
覚
悟
を
国

民
に
植
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
、
昭
和
九
年
の
福
岡
県
で
の
炭
坑
労
働
組
合
問
題
、
岩
手
県
で
の
冷
害
凶
作
問
題
、
長
野
県

で
の
養
蚕
農
家
の
大
雪
や
台
風
被
害
の
問
題
に
善
処
し
た
よ
う
に
、
本
年
の
問
題
に
対
し
共
生
同
人
の
活
躍
を
切
望
し
て
い
る
こ
と
を
説
か

れ
て
い
る
。

以
上
、
昭
和
十
三
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
特
に
欧
米
に
対
す
る
見
方
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
に
対

す
る
見
方
、
日
中
戦
争
に
対
す
る
見
方
、
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
、
皇
道
仏
教
に
つ
い
て
、
法
然
上
人
と
日
本
仏
教
に
つ
い
て
、
時
局
下
の
念

仏
信
仰
、
共
生
同
人
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
昭
和
十
三
年
の
前
後
、
椎
尾
師
の
言
説
の
推
移
変
化
を
見
て
行
く
こ
と
と
す
る
。
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